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1. はじめに 
日本の高齢化率は急速に上昇し2016年には27.3％に達し、その後も上昇を続け2065

年時点では 38.4％に達すると見込まれ 1)、こうした急激な高齢化への対応として、社

会保障・税一体改革が実施されている。すでに 2013 年の社会保障制度改革国民会議報

告書には、①病院完結型から、地域全体で治し、支える地域完結型へ、②受け皿とな

る地域の病床や在宅医療・介護の充実。川上から川下までのネットワーク化、③地域

包括ケアシステムの構築、④国民の健康増進、疾病の予防及び早期発見の促進 2) が示

された。 

このうち、③地域包括ケアシステムについては、2014 年の医療介護総合確保促進法

に「地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及

び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制」3)とされ、全国で市町村を中心

に推進されている。 

厚生労働省でも地域包括ケアシステムの構築状況を分析することの意義について、

『認定率や介護給付費に関するデータ等にもとづき、地域の現状の把握や将来に関す

る気付き、検証していくべきと考えられる仮説等を得ていくものです。その継続によ

り、介護保険制度の適正な運営のみならず、地域特性を捉えた地域包括ケア体制の推
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進に寄与するものです。』4)と示し、地域包括ケアシステムに関する分析を勧奨してき

た。例えば、広島県では、すでに 2014 年度から地域包括ケアシステムの評価 5)として

独自の方式が導入されている。広島県が構築した評価方式（以下、広島方式と略す）

は、①医療、②介護、③保健・予防、④住まい・住まい方、⑤生活支援・見守り等、

⑥専門職・関係機関のネットワーク、⑦住民参画（自助・互助）、⑧行政の関与（連携）

についての定量的、定性的評価である。この中で定量的な評価は、各種統計データか

ら実施し、定性的評価は、市町村職員が地域包括支援センターの職員等からの聞き取

りによって自己評価するもの、県の職員、外部有識者による評価を合わせて行うとい

う重層的な内容となっている。 

一方、医療分野には、DPC[DPC／PDPS（Diagnosis Procedure Combination／Per-

Diem Payment System）]等の公開データがあり、昨今では、これを経営分析にも活用

できるようになってきたが、介護分野では、未だ公開データを活用し、地域の介護サ

ービスの整備状況やサービス内容の実態を把握し、分析する試みは少ない。 

しかし、介護保険制度における介護サービスの提供量については、公開されている

データベースが十分とはいえず、地域全体としてのサービスの過不足や制度化されな

い取り組みの評価が難しい状況となっていた。 

このため、2018 年度からは、この地域包括ケアシステムの主要な課題となってい

る高齢者の自立支援、重度化防止等に関する取組を推進するための交付金（保険者機

能強化推進交付金）が創設された。これは、市町村の保険者能力を評価し、これに基

づく交付金の支給が企図されたものである。しかも、この評価に用いられる指標は精

度向上のため、配点の見直しや項目の追加が見込まれ 6)、より評価項目の精度が高ま

ることが予想される。 

本研究においても、この指標による全国的なデータベースが公表されていれば、経

営戦略策定のための分析資料として利用できたものと考えられるが、未だこの保険者

能力に関する市町村別の資料は全国レベルでは公開されていない。 

また、この資料の入手に際して、とくに S 町の場合は、開示請求書が必要とされ、

請求から、20 日もの時間を必要とした。このような状況のため、現時点では、全国

を網羅した地域包括ケアシステムの現状評価に関する先行研究はほとんどない。 

そこで本研究においては、現時点で入手できる地域包括ケアシステムの評価に関す

る資料を収集し、S 町で医療と介護サービスの提供を担う A 医療法人が地域包括ケア

システムと連動した経営戦略を検討することを目的とする。 
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このため、まず、S 町の地域包括ケアシステム構築の現状については、前述した広

島方式にて分析する。また、S 町の地域包括ケアシステムの中核を担う行政の保険者

能力を把握し、これを鑑みた A 医療法人における地域包括ケアシステムと連動した経

営戦略の在り方を検討することとした。 

 

2. ⽬的 
大阪府 M 郡 S 町で病院と介護事業を運営する A 医療法人における地域包括ケアシス

テムと連動した経営戦略を策定することを目的とした。 

この目的を達成するために、①A 医療法人が事業を展開する S 町の地域包括ケアシ

ステムの状況を広島方式により分析した。次に、②S 町の地域包括ケアシステムが必

要とする介護資源を把握し、A 医療法人の介護事業の S 町におけるシェアを確認し、

③A 医療法人傘下で課題となっている B 通所介護事業所の実態を明らかにし、この事

業の強化を核とした A 医療法人における経営戦略を検討することとした。 

以上の分析結果からは、S 町の地域包括ケアシステムに連動する A 医療法人の経営

戦略が提案されることになる。 

  

3．研究⽅法 
3−1. S 町の概況 
大阪府 M 郡 S 町（以下、S 町）は人口 31,167 人、高齢化率 27.4％（2019 年）であ

る。S 町の人口は、2019 年に公表された S 町の第五次総合計画の策定に係る人口推計

資料 7)を用いた。本資料の人口推計には住宅開発による増加を少なく見積もったもの

と多く見積もったものがあるため、その 2 パターンの差の中間の値を計算して採用し

た。S 町の第五次総合計画策定のためのアンケート調査・結果報告書 8)より住民の意

向に関するデータを得た。 

A 法人は、S 町で唯一の病院と介護老人保健施設を運営している。A 法人の患者及び利

用者の約 7 割が S 町の住民である。  
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3−2. S 町の地域包括ケアシステムの整備状況の評価 
広島県の地域包括ケアシステム評価指標 9）を用い、地域包括ケアシステムの概況を

把握した。また、定量的評価については、地域包括ケア「見える化」システム 10)、日

本医師会地域医療情報システム 11)、日本医師会総合政策研究機構の「地域の医療介護

提供体制の現状 - 市区町村別データ集(地域包括ケア関連) - (2018 年度版)」12)、

大阪府 13),14),15)、高槻市 16),17),18)、S 町 19),20),21)、大阪市 22)、堺市 23)、豊中市 24)、吹田

市 25)、守口市 26)、枚方市 27)、茨木市 28)、八尾市 29)、寝屋川市 30)、松原市 31)、柏原市

32)、羽曳野市 33)、門真市 34）、東大阪市 35)、「岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・

高石市・忠岡町広域事業者指導課」36)、「池田市・箕面市・豊能町・能勢町広域福祉課」

37)、「南河内広域事務室広域福祉課」38)、「泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻

町・岬町広域福祉課」39)の各ホームページ、政府統計サイト e-Stat40)の公開データを

用いた。ただし、定量的評価として算出した数値の評価判定基準は示されていないた

め、比較指標として全国および高槻市と大阪府のデータを示した。 

介護サービスの定員数に対する受給者数での評価に関しては、厚生労働省介護保険

事業状況報告 41)を用いた。 

自治会・町内会等加入率の都道府県、全国のデータは公開されておらず、澤田

（2018)42）による政令指定都市のデータを参考とした。前期高齢者認定率は不明であっ

たので調整済み重度認定率と調整済み軽度認定率aを示した。 

定性的評価は、A 医療法人のケアマネジャー3 名による評価とした。すなわち、各質

問項目の平均点を大項目ごとに合計し、満点に対する割合を合計得点の割合とした。

それを評価基準（表 19）に当てはめ、5 から１までの評価を算出した。 

ただし、行政の関与の評価については、一般のケアマネジャーには困難であること

から、S 町介護保険事業運営委員の経験のあるケアマネジャー2 名の評価とした。 

S 町における A 医療法人のシェアは、介護サービス情報公表システム 43)より算出し

た。A 医療法人の各介護事業所の利用者数が S 町の他事業所を含めた合計利用者数に

占める割合をシェアとした。ただし、利用者数には S 町外の利用者人数も含まれる。 

 

 

a調整済み認定率とは、認定率の大小に大きな影響を及ぼす、「第 1 号被保険者の性・年齢別人口構成」の影響を除外

した認定率。一般に前期高齢者の認定率は後期高齢者のそれよりも低いがその要因を取り除ける。重度認定率とは要介

護 3 以上の認定者の人数を第 1 号被保険者の人数で除した値。軽度認定率とは要支援 1～要介護 2 の認定者の人数を第

1 号被保険者の人数で除した値。 
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3−3. A 医療法⼈ C 通所介護事業所の財務分析  
A 医療法人の通所介護事業所の 2018 年度財務データと、運営実績によって経営状況

を分析した。財務データは 2016 年度から 2018 年度の 3 年分の貸借対照表・損益計算

書を用いた。ベンチマークとして福祉医療機構のデータ「平成 29 年度通所介護事業所

の経営状況について」44)を用いた。 

  

4．研究結果 
4-1.  S 町の地域包括ケアシステムの現状 

4-1-1. ⼈⼝動態 
近年、S 町の人口は住宅開発により、増加傾向にある。S 町の推計によると増加は

2028 年にピークを迎えるが、生産年齢人口増は 2030 年ごろまで続く。高齢化率は 2030

年まで 27％を維持し、その後 28％を超えて増加する。65 歳以上の人口は 2040 年にお

いても増加し続ける。75 歳以上の人口の増加は 2030 年ごろまで続き、その後減少に

転じる（表 1）。 

 

表表  11：：  SS 町町のの人人口口推推移移  

 

 

 

また、S 町への定住意向を問う住民アンケートの結果（表 2）からは、「今の場所に

住み続けたい」、「町内の別の場所に移りたい」、「また S 町に戻ってきたい」を合計し

た町内への居住意向を示す割合は 76.5％であった。居住意向を示す割合を高齢者で

見ると 65 歳～74 歳は 82.6％、75 歳以上は 89.3％と高かった。 

 

単位 2010年 2015年 2019年 →推計 2025年 2030年 2040年

人口 (人） 29443 30659 30694 32521 32102 29804

15歳未満 (人） 4131 4444 4485 4871 4876 4046

15-64歳 (人） 19152 18594 18152 18798 18252 16472

65歳以上 (人） 6160 7621 8530 8851 8973 9286

（75歳以上） (人） 2617 3206 4012 5119 5524 5086

高齢化率 (％） 20.9 24.9 27.8 27.2 28.0 31.2

後期高齢化率 (％） 8.9 10.5 13.1 15.7 17.2 17.1

（出所：S 町第五次総合計画の策定に係る人口推計資料より筆者作成） 
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表表  22：：SS 町町へへのの定定住住意意向向のの年年代代別別集集計計  

 

 
4-1-2. 医療、介護資源 

S 町内の医療機関数は人口 10 万あたり 153.4 で、全国の 175.2 より少ない（表 3）。 

S 町における医療・介護従事者数の偏差値を確認する(表 4)。病院医師数が偏差値 42

で少ない。診療所医師数は偏差値 51 であった。 

介護サービスに従事する介護職員数の偏差値は 44 であった。介護職員数は介護施

設等で偏差値 42 と低かったが、在宅の介護職員数は偏差値 58 と施設より高かった。 

また、介護サービスに従事する看護師数は、施設で偏差値 44 と低かったが、訪問で

は、偏差値 49 であった。介護サービスに従事する療法士数は、偏差値 61 と高かった。

介護支援専門員数は偏差値 50 であった。 

地域包括支援センターは、S 町直営で 1 か所であるが、2020 年度から外部委託の予

定がある。日常生活圏域は 1 圏域である。 

 

 

S町 高槻市 大阪府 全国

人口10万あたり医療機関数 153.4 185.3 203.4 175.2

表表  33：：人人口口 1100 万万ああたたりり医医療療機機関関数数  

(出所：日本医師会総合政策研究機構「地域の医療介護提供体制の現状 - 市区町村別デ

ータ集(地域包括ケア関連) - (2018 年度版)」より筆者作成) 

（時点：2018 年、出所：第五次総合計画策定のためのアンケート調査・結果報告書） 
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4-1-3. 地域包括ケアシステムの定量的評価 
44--11--33--11  医医療療・・介介護護資資源源（（スストトララククチチャャーー））  

広島県の地域包括ケアシステムの定量的評価指標に基づいた分析結果からは、医療

のストラクチャーである在宅療養支援診療所数は偏差値 61 で全国平均より高かった。

訪問看護事業所数は 49 であった。介護のストラクチャーの評価は表 6 に示したよう

に、居住系サービスのうち認知症対応型共同生活介護の要支援・要介護者１人あたり

定員は 0.032 人で全国と同等であった。 

地域密着型共同生活介護は 0 人で居住系サービスの定員合計は 0.032 人と全国

0.075 人の半数以下であった。 

通所系サービスの要支援・要介護者 1 人あたり定員は、通所介護で 0.054 人と全国

の 0.118 人の半数以下であった。 

地域密着型通所介護は 0.031 人、通所リハビリテーションは 0.048 人と両者ともに

全国と同等であった。 

認知症対応型通所介護や小規模多機能居宅介護、看護小規模居宅介護が設置されて

いない。 

通所系サービスの定員合計は 0.134 人で、全国 0.219 人より少なかった。 

施設系サービスの要支援・要介護者 1 人あたり定員は介護老人福祉施設が 0.036 人

で全国 0.085 人の半数以下であった。介護老人保健施設は 0.064 人で全国と同等であ

った。介護療養型医療施設の設置は無かった。これらの施設サービスの合計定員は 0.1

人で全国の 0.15 人より低かった。ショートステイ定員は偏差値 50 で全国と同等であ

った。 

 

表表  44：：医医療療・・介介護護従従事事者者数数のの偏偏差差値値  

(出所：日本医師会総合政策研究機構「地域の医療介護提供体制の現状 - 市区町村別デ

ータ集(地域包括ケア関連) - (2018 年度版)」より筆者作成) 
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44--11--33--22  医医療療・・介介護護資資源源（（ププロロセセスス））  

プロセスの項目に関しては、S 町の公開データがなかった。アウトカムの在宅死亡

率は 12.8%で全国よりやや低かった(表 5)。 

介護のプロセス評価のうち訪問看護の受給者 1 人あたり利用回数は 7.8 回で全国

8.7 回より少なかった。 

訪問リハビリテーションの受給者 1 人あたり利用回数は 11.8 回で全国と同等であ

った。アウトカム指標は算出できなかった。 

 

 

単位 S町 高槻市 大阪府 全国 時点

在宅医療推進拠点

在宅医療推進医院

在宅療養支援診療所数 （偏差値） 61 59 59 -

訪問看護事業所数 （偏差値） 49 49 57 -

在宅緩和ケア対応（24時間）訪問看護ST・薬局

往診料件数（人口1万あたり） （件） 不明 0.63 1.78 1.35

在宅患者訪問診療料件数（人口1万あたり） （件） 不明 4.95 26.32 12.86

在宅患者訪問看護・指導料件数（人口1万あたり） （件） 不明 0.06 2.49 1.86

退院調整率

アウトカム 在宅死亡率 （％） 12.8 14 15.9 13.2 2017年

ストラクチャー

広島県独自事業

広島県独自事業

2018年

不明

プロセス

不明

表表  55：：医医療療のの定定量量的的評評価価  

(出所：日本医師会総合政策研究機構「地域の医療介護提供体制の現状 - 市区町村別データ集

(地域包括ケア関連) - (2018 年度版)」、厚生労働省「医療施設調査」（2017 年）より筆者作成) 
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表表  66：：介介護護のの定定量量的的評評価価

居住系サービス要支援・要介護者1人あたり定員 単位 S町 高槻市 大阪府 全国 時点

　認知症対応型共同生活介護 （人） 0.032 0.021 0.021 0.032

　地域密着型特定居住系入居者生活介護 （人） - 0.004 0.001 0.001

定員合計（居住系サービス） （人） 0.032 0.071 0.061 0.075

通所系サービス要支援・要介護者1人あたり定員 単位 S町 高槻市 大阪府 全国 時点

　通所介護 （人） 0.054 0.091 0.084 0.118

　地域密着型通所介護 （人） 0.031 0.032 0.038 0.035

　通所リハビリテーション （人） 0.048 0.033 0.032 0.043

　認知症対応型通所介護 （人） - 0.005 0.004 0.007

　宿泊（小規模多機能型居宅介護） （人） - 0.004 0.002 0.005

　通い（小規模多機能型居宅介護） （人） - 0.008 0.005 0.010

　宿泊（看護小規模多機能型居宅介護） （人） - 0.000 0.000 0.000

　通い（看護小規模多機能型居宅介護） （人） - 0.001 0.001 0.001

定員合計（通所系サービス） （人） 0.134 0.174 0.168 0.219

施設サービス要支援・要介護者1人あたり定員 単位 S町 高槻市 大阪府 全国 時点

　介護老人福祉施設 （人） 0.036 0.076 0.062 0.085

　介護老人保健施設 （人） 0.064 0.044 0.039 0.057

　介護療養型医療施設 （人） - - 0.003 0.008

定員合計（施設サービス） （人） 0.100 0.120 0.105 0.150

ショートステイ定員 （偏差値） 50 45 48 -

地域リハビリテーション広域支援センター数、
協力病院・施設数

単位 S町 高槻市 大阪府 全国 時点

受給者1人あたり利用日数・回数（訪問看護） （回） 7.8 8.7 9.7 8.7

受給者1人あたり利用日数・回数（訪問リハビリテーション） （回） 11.8 11.5 11.9 11.4

通所介護月20日以上利用件数

ショートステイ月15日以上利用件数

アウトカム ケアバランス指標

2018年

2018年

2018年

広島県独自指標

ストラクチャー

広島県独自事業

プロセス
2018年

不明

不明

(出所：「地域包括ケア見える化システム」より筆者作成) 
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44--11--33--22  保保健健・・予予防防資資源源  

保健・予防のストラクチャーについては表 7 に示したように、人口 10 万人あたりの

就業保健師数は、40.3 人で全国と同等であった。 

住民運営の通いの場の数（65 歳以上の人口 10 万あたり）は 482.7 人と全国の 261.7

人より多かった。 

プロセス評価である特定健康診査実施率は 36.3％で全国と同等であった。 

アウトカム評価の調整済み重度認定率は、6.1％と全国の 6.3％と同程度であり、調

整済み軽度認定率は 11.2％と全国の 11.7％と全国より低かった。 

健康寿命男性は 80.5 歳で全国より１歳長く、健康寿命女性は 84.5 歳であり、全国

より 0.7 歳長かった。 

       

44--11--33--33  住住ままいい・・住住ままいい方方  

住まい・住まい方のストラクチャーについては、表 8 に示した通り、サービス付き

高齢者向け住宅戸数は 0、高齢者 1 万人あたり有料老人ホーム定員数は 93.4 と大阪府

の 191.6 の半分程度であった。全国の値は不明である。 

特定施設入居者介護の定員は 0 であったが、これは全国でも 0.042 と少ない。 

プロセス評価は住宅改修の第１号被保険者 1 人あたり給付月額で 99 円と全国 90 円

より高かった。アウトカム項目は設定されていなかった。 

表表  77：：保保険険・・予予防防のの定定量量的的評評価価 

 

単位 S町 高槻市 大阪府 全国 時点

人口 10 万対就業保健師数 （人） 40.0 29.2 26.8 40.4

住民運営の通いの場の数（65歳以上の人口10万あた
り）

（箇所） 482.7 169.4 236.5 261.7

プロセス 特定健康診査実施率 （%） 36.3 41 30 36.6 2016年

前期高齢者認定率

調整済み重度認定率 （%） 6.1 4.8 7.4 6.3

調整済み軽度認定率 （%） 11.2 12.8 14.9 11.7

認定の軽度化率

健康寿命男性 （歳） 80.6 80.25 78.4 79.5

健康寿命女性 （歳） 84.6 84.93 82.7 83.8

ストラクチャー

S町・大阪
府・全国：
2016年、高
槻市：2015

年

2017年

アウトカム

不明

2017年

不明

(出所：S 町ホームページ、高槻市ホームページ、大阪府ホームページおよび地域包括ケア「見

える化」システムより筆者作成) 
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44--11--33--44  生生活活支支援援見見守守りり等等  

生活支援見守り等のストラクチャー評価は表 9 に示したように、人口 1 万人あたり

NPO 法人認証数（保健・福祉関係）は 1.31 法人で、全国の 2.4 法人より少なかった。

ただし、なお大阪府の数値に大阪市と堺市は含まれていない。 

人口 1 万人あたり認知症初期集中支援チーム数は 0.33 チーム、人口 1 万人あたり

認知症地域支援推進員数は 0.33 人であった。両項目の全国の数値は不明であるが、高

槻市や大阪府よりは多かった。 

プロセス評価の自治会・町内会加入率は 69％で全国の数値は不明であるが、高槻市、

大阪市よりは高く、政令指定都市 15 都市の平均値 73.2％よりは、やや低かった。 

アウトカム項目は設定されていない。 

 

 

表表  88：：住住ままいい・・住住ままいい方方のの定定量量的的評評価価 

 

単位 S町 高槻市 大阪府 全国 時点

高齢者1万人あたりサービス付き高齢者向け住宅戸数 （戸） 0 63.0 116.3 72.6

住宅数：
2019年6月末
高齢者人

口：2015年

高齢者1万人あたり有料老人ホーム定員数 （人） 93.43 113.26 191.63 不明

定員数：
2019年

高齢者人
口：2015年

要支援・要介護者1人あたり特定施設入居者生活介護
定員

（人） 0 0.046 0.04 0.042 2018年

プロセス 第１号被保険者１人あたり給付月額（住宅改修） （円） 99 96 100 90 2018年

アウトカム （項目なし）

ストラクチャー

(出所：「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」、「国勢調査」、地域包括ケア「見え

る化」システムおよび大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾

市、寝屋川市、松原市、柏原氏、羽曳野市、門真市、東大阪市、S 町、「岸和田市・泉大津市・

貝塚市・和泉市・高石市・忠岡町広域事業者指導課」、「池田市・箕面市・豊能町・能勢町広域福

祉課」、「南河内広域事務室広域福祉課」、「泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町広

域福祉課」の各ホームページより筆者作成) 

＊ただし大阪府の有料老人ホーム定員数及び高齢者人口に大東市、摂津市、交野市、藤井寺市、

四條畷市を含まない 
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44--11--33--55  共共通通項項目目ののアアウウトトカカムム  

共通項目のアウトカムである他市区町村への転出者数（65 歳以上）人口比率は

0.27％で全国の 0.1％より高かった。 

他市区町村からの転入者数（65 歳以上）人口比率も 0.3％で全国の 0.09％より高か

った(表 10)。 

表表  1100：：共共通通のの定定量量的的評評価価  

 

 

 

4-1-4. 定性的評価 
医療は、合計得点割合が 42.9％と、最も高い 3 で「まあまあできている」(表 11)と

されていた。一方、介護は、合計得点割合が最も低く 18.8％で、1 の「できていない」

(表 12)と評価された。 

保健・予防は 2 で「あまりできていない」(表 13)とされ、住まい・住まい方は 1 で

「できていない」(表 14)、生活支援・見守り等は 2 で「あまりできていない」(表 15)、

専門職・関係機関のネットワークは 2 で「あまりできていない」(表 16)、住民参画（自

助・互助）は 2 で「あまりできていない」(表 17)、行政の関与は 3 で「まあまあでき

ている」(表 18)と評価された。 

単位 S町 高槻市 大阪府 全国 時点

人口１万人あたりＮＰＯ法人認証数（保健・福祉関
係）

（法人） 1.31 1.62 1.93 2.40

人口１万人あたり認知症初期集中支援チーム （チーム） 0.33 0.03 0.16 不明

人口１万人あたり認知症地域支援推進員 （人） 0.33 0.06 0.25 不明

プロセス 自治会・町内会等加入率 （％） 69 50.87
(大阪市

66)

（政令指
定都市15
都市平均
73.2）

2015年

アウトカム （項目なし）

2019年
ストラクチャー

S町 高槻市 大阪府 全国 時点

他市区町村への転出者数（65 歳以上）人口比率 （％） 0.27 0.25 0.10 0.09

他市区町村からの転入者数（65 歳以上）人口比率 （％） 0.30 0.21 0.09 0.09

アウトカム
2018年

表表  99：：生生活活支支援援見見守守りり等等のの定定量量的的評評価価 

(出所：大阪府、高槻市、S 町の各ホームページおよび澤田（2018)より筆者作成) 

(出所：e-stat より筆者作成) 
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医療が比較的、得点が高かったのは、退院支援や在宅医療体制の評価が高いことが

理由であった。一方、介護が低かったのは、人材育成に関する評価がとくに低いため

であった。また、評価者によって評価結果が分かれる 56 項目中 8 項目あった。 

表表  1111：：医医療療のの定定性性的的評評価価  

 

 

評価の視点 平均点
■■退退院院支支援援

　□入院医療機関（※）に退院支援担当者が配置され，他機関との連絡調整が

    取られていますか。

   　※当該日常生活圏域内にある入院医療機関や当該日常生活圏域周辺の主な

　　　入院医療機関等

0.5

　□退院前の調整（精神障害者の地域移行を含む）のため，入院医療機関からケア

    マネジャー，地域包括支援センター等へ連絡がありますか。

　　 ※病院ごとで対応が異なる場合は退院調整率のデータ等を参照しながら，

　　　　地域全体　を総合的に評価してください。

0.7

　□退院前のカンファレンスに医師をはじめ，多職種・多機関の参加がありますか。 0.5
■■（（退退院院後後のの））日日常常のの療療養養支支援援，，急急変変時時のの対対応応

　□本人や家族の希望に応じて，在宅医療（往診，訪問診療，訪問看護等）が提供

    できる体制があるとともに，通院に困難な状況はないですか。

0.8

　□在宅緩和ケアを含めた在宅医療（往診，訪問診療，訪問看護等）の提供が行わ

    れる際に，24時間365日への対応として休日・夜間の連絡先等のルールについて

    家族や専門職等の関係者で共有されていますか。

1.0

  □在宅医療を行う診療所・かかりつけ医をバックアップする体制がありますか。

　 ・診診連携（主治医，副主治医担当制等）

　 ・病診連携（後方支援病院，中核となる医療機関との連携等）

　 ・一次・二次・三次救急医療の連携

0.3

　□退院後の経過や在宅医療の質をモニタリング評価するため，関係者によるカン

    ファレンスが行われていますか。
0.0

　□医療・介護等の多職種の関係者が互いに果たす役割や日頃から抱いている悩み

    などについて情報交換したり，在宅医療の推進のための研修の場がありま

    すか。（顔の見える関係づくり）

0.3

　□一体的なサービス提供を行うため，医療・介護等の多職種連携の仕組みとして，

　　連携のためのツールの活用（クリティカルパス，連携シート，ＩＣＴ等）や，

　　連絡調整のローカルルールづくり等に取り組まれていますか。

0.0

  □認知症の疑いなど本人や家族がちょっとした変化に気づいたとき，気軽に相談

    できる窓口や身近な医療機関等に相談できる体制がありますか。
0.5

■■看看取取りり

　□本人や家族の希望に応じて，看取りを行う体制（医療・介護等）がありますか。
0.8

　□在宅医療，終末期医療，自宅・特別養護老人ホーム等での看取り等に関する住民

    への情報提供（ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング），エンディングノー

    ト等）や理解促進の取組がされるとともに，住民が気軽に相談ができる窓口等が

    ありますか。

0.0

　□看取りを含めた本人が望む終末期の療養生活について，本人の想い（本人の選

    択）が尊重されるとともに，ＱＯＬ（生活の質）やＱＯＤ（死の質，死に方）の

    向上に向けたチーム医療や医療・介護の連携がなされていますか。

0.3

　□看取りの事例を多職種で共有する場（多職種による事例検討，家族の体験を聞く

    場等）はありますか。
0.2

合計得点割合 42.9%

－ 49 －



 

 

 

表表  1122：：介介護護のの定定性性的的評評価価  

 

表表  1133：：保保険険予予防防のの定定性性的的評評価価  

 

評価の視点 平均点

■■介介護護保保険険ササーービビススのの基基盤盤等等

　□在宅で生活する高齢者（特に中重度者）の身体介護を担うサービス（訪問介護，訪問

    看護等）の提供量は充足していますか。（計画と実績の乖離，事業所のサービス提供
    エリアの制約等）

0.7

　□小規模多機能型居宅介護，定期巡回・随時対応型訪問介護看護，看護小規模多機能型

    居宅介護（旧複合型サービス）等の在宅サービスが，地域特性やニーズに応じて整備

    されていますか。（整備が計画的に進んでいますか。）

　  また，それらのサービスが在宅限界点を引き上げる方向で機能していますか。

0.0

　□訪問介護等の訪問系サービスの提供時間は，在宅限界点やＱＯＬ（生活の質）の向上

    に資するため，特にモーニングケア・ナイトケアの時間帯の提供に制限はありま

    せんか。

0.2

　□保険者や介護サービス事業者等が介護予防・重度化予防の視点，目標を共有し，排泄

    の自立，服薬の確認，適切な食事（栄養）摂取などについて，様々な関係者が連携し

    て在宅生活の継続に向けた取組や働きかけを行っていますか。
0.2

　□社会福祉法人等の地域で中核となる法人が，在宅で生活する高齢者の生活支援サー

    ビス（配食・洗濯サービス等）の提供や，介護人材の育成，地域住民の交流の場

    として施設を提供するなど，地域の拠点として地域貢献活動を行っていますか。

0.5

■■人人材材育育成成

　□介護人材が不足する将来の姿を行政，事業所等が共有し，地域を支える人材の問題と

    して捉え，複数の法人・事業所合同での求人説明会や研修会の開催を行うなど，地域

    全体の問題として認識され取り組まれていますか。

0.0

　□ケアマネジャー等の専門職ネットワーク（事例検討，研修会等）による資質向上の

    活動と併せて，市町（保険者）が基本方針を明確にした上で，地域の専門職等の関係

    者に対して目指す目標の共有や必要な情報提供を行っていますか。
0.0

　□小・中・高校等の学校教育や地域の様々な活動等の場を通して，若年層に対して健康

    づくり，介護・福祉，地域の互助活動などへの理解を深める機会がありますか。 0.0

合計得点割合 18.8%

評価の視点 平均点
■■健健康康づづくくりり

　□住民が自らが望む場での生活の継続に向けて，日常的な生活習慣，健康づくり，

    介護予防など，自身の健康状態・生活機能の維持・向上への意識を醸成していく

    ため，ライフステージに応じた意識啓発等の取組を進めていますか。

0.3

　□生活習慣病予防，疾病予防，介護予防，重度化予防などの一次予防，二次予防，

    三次予防を効果的に行うため，各種データ分析等により，関係部署が連携して

    地域の健康課題の把握・分析を行っていますか。

0.2

■■住住民民のの主主体体的的なな活活動動

　□健康づくり，介護予防などの推進に当たっては，近隣住民の交流・地域活動への

    参加の促進や，そうした共生意識の中での住民主体の通いの場・自主グループの

    創設など，住民主体の「地域づくり」を意識した施策・取組が進められていま

    すか。

0.5

 　□住民運営の通いの場などに，リハビリ専門職等が関与することにより，生活

     機能の低下の程度に応じた安全な動き方などの助言を受けて，社会参加が可能

     となるような取組を進めていますか。

0.5

合計得点割合 37.5%
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表表  1144：：住住ままいい・・住住ままいい方方のの定定性性的的評評価価  

 

評価の視点 平均点

■■住住環環境境

　□手すりの設置や床段差の解消等の住宅改修に当たっては，リハビリ等の専門職との

    連携がなされていますか。

0.5

　□高齢者世帯の持家率や，主として高齢者が居住する中層住宅（３～５階）等へのエレ

    ベーターの設置状況，低所得者の居住状況，高齢者世帯の住み替え状況の把握など，
    地域の居住環境の把握はされていますか。

0.3

　□ハードとしての「住まい」だけでなく，「だれと関わり，どのように生活していく

    のか」といった観点である「住まい方」を一体として捉え，生活交通の確保等と併せ

   て，住民の互助による見守り・生活支援の取組などを地域コミュニティに位置付けて

   いくことが意識されていますか。

0.2

　□自然環境及び生活環境等による生活のしづらさを抱える地域において，住民（地域）力
    の再構築と，住まいや住民の交流の場の資源として空き家（シェアハウス等），廃校

    施設等の地域資源の再発掘を行うなど，必要な検討が行われていますか。
0.0

■■ササーービビスス付付きき高高齢齢者者向向けけ住住宅宅

　□サービス付き高齢者向け住宅では，医療機関や介護事業所等との連携により，適切な

    医療・介護のケアが受けられる体制が取られているか把握していますか。
　　※日常生活圏域内にサービス付き高齢者向け住宅がない場合は，市区町内の状況で

      評価してください。

　　　 市区町内にもない場合は評価を「―」（バー）にしてください。

0.2

■■居居住住支支援援

　□高齢者世帯，障害者世帯等の入居を受け入れることとして登録された民間賃貸住宅
   （あんしん賃貸住宅）の情報提供や居住支援を行うなど，市町の住宅部局・福祉部局，

    不動産関係者等が協力して取り組んでいますか。

　　※日常生活圏域内に「あんしん賃貸住宅」の登録がないなど評価が難しい場合は，

      市区町の状況で評価してください。市区町内にも「あんしん賃貸住宅」の登録が
      ないなど評価が難しい場合は評価を「―」（バー）にしてください。

0.0

合計得点割合 19.4%

－ 51 －



 

 

 

表表  1155：：生生活活支支援援見見守守りり等等のの定定性性的的評評価価  

 

評価の視点 平均点
■■地地域域資資源源のの把把握握・・周周知知

　□見守り，外出支援，買い物・掃除等の家事支援，日常のちょっとした困りごと

    支援などを行う事業主体（地域資源）の把握と，そうした地域資源が住民，

    関係者に周知されていますか。

　　（例）尾道市「ねこのて手帳」

0.2

　　□地域の様々な関係者（ＮＰＯ法人，民間企業，協同組合，ボランティア，社会

    福祉法人等）が参画する生活支援に関する体制整備が進むとともに，生活支

    援コーディネーター等が地域の様々な資源を把握したり，住民の声（ニーズ）

    を聞くような活動（出前講座，勉強会等）を行っていますか。

0.2

■■地地域域福福祉祉活活動動，，ニニーーズズ把把握等等

　□生活支援・見守り，ボランティアの育成等については，多様な事業主体が

    関わりながら地域全体で取り組むことが望まれるため，行政，社会福祉協

    議会，警察，民生委員，老人クラブ，民間事業者等が連携し，効果的な地域

    福祉活動が実施されていますか。

0.2

　□自主防災組織が設置され，住民の勉強会が開催されたり，防災について話し

    合う機会が設けられていますか。
0.0

　□住民が困ったときに，民生委員及び地域包括支援センター以外に気軽に相談

    できる窓口があったり，サロンなどの住民の通いの場などで住民がお互いに

    相談し合える関係性が築かれているなど，社会的孤立の防止や早い段階から

    住民ニーズをキャッチする資源（人，場所，仕組み等）がありますか。

　　例：出前住民相談会の開催，自治振興区（自治会）の見守り，住民運営の

        通いの場，新聞販売所・宅配業者等との見守り協定，相談活動等

0.3

■■認認知知症症へへのの対対応応

　□認知症サポーター（地域住民）の養成・普及，効果的な活用や，認知症カフェの設

置など認知症の人とその家族への支援に関する取組が推進され，認知症に対する理解が

地域へ広がっていますか。

0.8

　□地域住民，行政，警察・消防，社会福祉協議会，民生委員，老人クラブ，タクシー

会社等事業者等の協力の下，徘徊ＳＯＳネットワークなどの見守りシステムが構築され

ていますか。
0.2

■■権権利利擁擁護護（（成成年年後後見見制制度度等等）），，高高齢齢者者虐虐待待防防止止対対策策のの取取組組

　□本人の意向が尊重（自己決定）されるよう，成年後見制度や福祉サービス利用

    援助事業（かけはし）の利用支援・普及啓発などに取り組んでいますか。
0.2

　□虐待防止ネットワークが設置されるとともに，定期的な会議が開催され，関係

    団体等との連携・協力体制が構築されることなどにより，虐待通報に対する

    迅速・適切な対応が図られていますか。
0.2

合計得点割合 24.1%

－ 52 －



 

 

 

表表  1166：：専専門門職職・・関関係係機機関関ののネネッットトワワーーククのの定定性性的的評評価価  

 

表表  1177：：住住民民参参画画自自助助互互助助のの定定性性的的評評価価  

 

評価の視点 平均点

　□ケアマネジャー等の同職種の専門職ネットワークや，医療・介護等の多職種ネットワークが

   あり，事例検討や研修会等を通じて顔の見える関係性が築かれていますか。
0.7

　□顔の見える関係は，一方通行の「信用関係」レベルから相互の「信頼関係」が築かれて

    いるレベル（例：無理の言える関係）まで発展し，個別の連携に寄与していますか。
0.5

　□医療・介護等の多職種ネットワークの活動のリーダー（キーパーソン）はいますか。 0.2

　□医療・介護等の専門職・機関が，住民向けの相談会や健康教室などに参画していますか。 0.5

　□多職種ネットワークの活動等を通して，情報連携のための共通シート（連携パス，共通

    様式等）の活用や検討が進められていますか。
0.2

　□病病連携，病診連携，診診連携，医療と介護の連携等の「線」の連携に留まらず，行政，

    住民を加えた「面」の連携となるよう，行政，住民，専門職が同じ目標（例：寝たきり

   ゼロ作戦）を共有し，それぞれが自らの役割を認識した上で，各サービスが同じ目標に

   向かってシームレスに提供されていますか。（以下の「住民参画」，「行政の関与」の

   項目と関連項目）

0.0

合計得点割合 33.3%

評価の視点 平均点
　□行政の方針（地域包括ケアシステムの構築，市民協働のまちづくり，市町の総合計画等）を

    踏まえ，住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域の実現に向けて，様々な

    団体・組織（ボランティア団体，ＮＰＯ法人，自治会等住民組織など）が取組を進めていま

    すか。

0.3

　□地域や施設（病院，介護保険施設等）における地域住民の交流の場及び住民（個人又は

    グループ）のボランティア活動（有償・無償）が活発ですか。また，学生ボランティアや

    民間企業・事業所の地域貢献活動（ボランティア活動）の実態はありますか。
0.2

　□災害時を想定し，高齢者や障害者等の要援護者一人ひとりに対する避難支援者，避難方法

    等について，住民等の関係者で話し合いが行われていますか。 0.0

　□ふれあいサロン活動，住民主体の健康づくり活動（体操教室等），高齢者の見守り等の

    住民の地域活動が活発に行われていますか。 0.8

　□住民運営の通いの場の創設の取組を進めていますか。また，地域に何か所整備するかなどの

    具体的な目標が設定されていますか。 0.2

　□生きがい就労（※）やコミュニティビジネスなどの活動を通して，高齢者の生きがいづくり

    や地域の担い手を増やす取組が進んでいますか。

　※生きがい就労：慣れ親しんだ生活スタイルである”働く”ことと，人との関わりを持ち

    ながら地域貢献できる”生きがい”を両立させる新たな就労形態

0.0

　□プラチナ世代（概ね55歳以上）等の現役世代に向けて，地域活動等の社会参画への動機付け

    のための学びの機会がありますか。（啓発イベント，ライフプランセミナーなど） 0.2

　□上記のような地域活動を通して，住民の自主的な取組が増えることなどにより，地域の互助

    力が向上していますか。 0.0

合計得点割合 20.8%

－ 53 －



 

 

 

表表  1188：：行行政政のの関関与与のの定定性性的的評評価価  

 

表表  1199：：評評価価基基準準  

 

評価の視点 平均点

　□地域包括ケアシステムの構築・地域づくりに向けて，市町の関係課は組織

   横断的に連携していますか。 0.5

　□行政は，市町の総合計画や市民協働のまちづくりの指針等に基づき，住民互助

    力や地域の福祉力が向上するよう，主体性を持った住民への働きかけや，関係

    機関・団体等との連携を積極的に行っていますか。
0.25

　□地域ケア会議や地域診断について，市町が基本方針を明確にし，地域包括支援

    センターと協働した取組となっていますか。 1

　□市町（保険者）は，自立支援に資するケアマネジメントの視点（自立支援型

    ケアプラン）について，地域包括支援センターや介護支援専門員等に普及

    する取組を行っていますか。
1

　□地域ケア会議で抽出した地域課題等を受け，必要に応じて介護保険事業計画

    等の施策に反映する仕組みがありますか。
0.25

　□平成37（2025）年の将来の姿（高齢者人口増加・生産年齢人口減少・介護保険

    料の推計等）を地域の関係者や住民と共有し，介護保険事業計画の基本方針や

    目標等を周知する取組を行っていますか。 （介護保険事業計画の基本方針・

    目標の明確化と関係者による共有）（地域包括ケアロードマップ）（規範的

    統合）

0.25

  □地域包括ケアシステムの重要なコンセプトである「本人の選択と本人・家族の

    心構え」を住民に促していく前提として，市町が住民に対する意識啓発（自助

    介護保険法で規定される自立支援や健康状態・生活機能の維持向上等）を市町

    の窓口や出前講座等の小規模の説明会等で行っていますか。

0.25

　□市町から地域包括支援センターに対して，担当圏域の高齢者人口，高齢者世帯

    数，要介護認定者数，介護サービスの利用特性等の基礎データが提供されて

    いますか。
1

　□市町は日常生活圏域ニーズ調査等により，住民のサービス利用に関する意向

    調査や要介護者の生活ニーズ等を把握し，介護保険事業計画等の施策へ反映

    していますか。
0.75

　□市町や地域包括支援センター等の関係者が介護保険法に規定される自立支援の

    原点を再確認するとともに，住民自らが意欲的に介護予防に取り組むような

    働きかけや介護予防マネジメントの効果的な実施方法について，市町窓口での

    相談対応の流れを含め関係者で共有されていますか。

0.75

　□福祉ニーズの多様化・複雑化などに対応するため，高齢者，障害者，児童等の

    支援を単独の機関のみで対応するのではなく，包括的な相談支援体制（ワン

    ストップ型等）や多分野との連携強化による総合的な支援の提供体制について

    検討がされていますか。

0.25

　□認知症地域支援推進員や認知症初期集中支援チームの設置がされ，早期診断，

    早期対応に向けた体制づくりが進んでいますか。
1

　□市町，地域包括支援センターはできるだけ早い段階での相談対応や早期対応に

    よるリスク軽減のため，地域の高齢者の実態を家庭訪問やアンケート調査，

    民生委員からの情報提供等により把握していますか。（支援を必要とする人の

    台帳整備等）

0.5

合計得点割合 26.9%

割合 80～100％ 60～80％ 40～60％ 20～40％ 0～20％

点数 5 4 3 2 1

評価
 よくでき

 ている
 できている

 まあまあ

 できている

 あまりでき

 ていない
できていない

－ 54 －



 

 

 

4-1-5. S 町の地域包括ケアシステムの現状評価 
S 町の地域包括ケアシステムに関する定量的及び定性的評価を合わせた総合的評価

については、図 1 に示したように、医療は病院医師数が少ないものの在宅医療の体制

は比較的整っており、「まあまあできている」と評価された。 

介護は居住系、通所系、施設系の要支援・要介護者１人あたり定員は全国より少な

かった。介護職員数は、施設では少なかったが在宅では多かった。 

表 20 に 2019 年 5 月の S 町の各サービスの受給者数を示したが、小規模多機能居宅

介護の受給者数が 1 となっているが、S 町内には事業所はない。また看護小規模多機

能居宅介護の事業所もないことから、全体としての体制は、未整備で「できていない」

と評価した。 

保健・予防は住民運営の通いの場が充実していた。調整済み認定率は、全国より低

かった。定性的評価は低かったが、健康寿命も長く、定量的評価は高かった。総合的

には「まあまあできている」と評価した。 

住まい・住まい方は、定量的評価においては、特定施設入居者生活介護の定員が 0

であるが、表 20 では受給者は 49 人となっていた。これは他市町村の介護付き有料老

人ホームを利用していることを示す。 

住民アンケート調査からは、高齢者の 8 割以上が S 町へのサービス付き高齢者向け

住宅の設置がないため、他市区町村での利用や転出が多く、住まい・住まい方の総合

評価は「できていない」と評価した。 

 

表表  2200：：22001199 年年 55 月月ののササーービビスス受受給給者者  

 

 

 

 

訪 問 介 護
訪 問 入 浴
介 護

訪 問 看 護
訪 問 リ ハ
ビ リ テ ー
シ ョ ン

居 宅 療 養
管 理 指 導

通 所 介 護
通 所 リ ハ
ビ リ テ ー
シ ョ ン

短 期 入 所
生 活 介 護

短 期 入 所
療 養 介 護
（ 介 護 老
人 保 健 施
設 ）

短 期 入 所
療 養 介 護
（ 介 護 療
養 型 医 療
施 設 等 ）

短 期 入 所
療 養 介 護
（ 介 護 医
療 院 ）

福 祉 用 具
貸 与

特 定 施 設
入 居 者 生
活 介 護

介 護 予 防
支 援 ・ 居
宅 介 護 支

援

受給者数 （単位：人） 207 23 125 46 192 259 162 55 28 ‐ ‐ 511 49 738 

居宅（介護予
防）サービス

介護老人
福祉施設

介護老人
保健施設

介護療養
型医療施
設

介護医療
院

受給者数 （単位：人） 83 102 2 ‐ 

施設サービス

定期巡
回・随時
対応型訪
問介護看
護

夜間対応
型訪問介
護

地域密着
型通所介
護

認知症対
応型通所
介護

小規模多
機能型居
宅介護

認知症対
応型共同
生活介護

地域密着
型特定施
設入居者
生活介護

地域密着
型介護老
人福祉施
設入所者
生活介護

複合型
サービス

受給者数 （単位：人） 3  ‐ 53  ‐ 1 30  ‐ 30  ‐

地域密着型
サービス

(出所：厚生労働省介護保険事業状況報告（暫定）2019 年 5 月分より筆者作成) 

－ 55 －



 

 

 

生活支援見守り等は定量的評価の 4 項目中３項目が比較指標より高かった。定性的

評価は項目数が 9 項目で認知症への対応１項目以外は「あまりできていない」とされ、

総合評価は「あまりできていない」と評価した。 

専門職・関係機関のネットワークは定性的評価によると、顔の見える関係の構築は

進んでいるものの、行政や住民を加えた面の連携に到っていないため、総合評価は「あ

まりできていない」と評価した。 

住民参画（自助・互助）は、定性的評価において住民運営の通いの場が評価されて

いるものの、それ以外の活動は不足しており、「あまりできていない」と評価した。 

行政の関与は定性的評価では、地域ケア会議や自立支援に資するケアマネジメント

普及の取組、町から地域包括支援センターへの基礎データ提供、認知症の早期診断や

対応への取組みはできていると評価されており、「まあまあできている」と評価した。 

全体としては、「まあまあできている」が 3 項目、「あまりできていない」が 3 項目、

「できていない」が 2 項目で、合計得点は 17 点となった。 

広島県では、合計 28 点以上で地域包括ケアシステムが概ね構築されているとの基

準が示されており 45)、S 町の地域包括ケアシステムは、「あまりできていない」と判断

された。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

図図  11：：SS 町町のの地地域域包包括括ケケアアシシスステテムムのの評評価価結結果果  
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4-1-6. S 町の保険者機能 
地域包括ケアシステムの構築、推進の中核的役割を担う S 町の保険者機能について、

保険者強化推進交付金に係る評価指標から、その得点状況の資料 46)を入手した。 

S 町の合計得点は 421 点で、全国平均の 411 点よりも低い点数であった。評価項目

別では、「PDCA サイクルの活用による保険者機能の強化に向けた体制等の構築」は 59

点、「自立支援、重度化防止等に資する施策の推進」は、332 点と全国平均の 57.9 点、

313.2 点より、わずかに高かったが、「介護保険運営の安定化に資する施策の推進」は、

30 点と、得点率は 42.9％とかなり低く、全国平均の 39.9 点を下回っていた。また、

すべての項目において、S 町は、大阪府の平均値よりも下回っていた。（表 21） 

表表  2211：：保保険険者者機機能能強強化化推推進進交交付付金金にに係係るる評評価価指指標標のの得得点点  

 

 
4-2. A 医療法⼈の現状 

4-2-1. A 医療法⼈の概要 
A 医療法人は、病院と介護老人保健施設において訪問リハビリテーション事業を併

設し、介護老人保健施設では通所リハビリテーションを運営している。その他に居宅

介護支援事業所を 3 事業所、訪問看護、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護を

各 1 事業所、運営している（表 22）。 

項目 満点 S町 得点率(%)
大阪府
平均

得点率(%) 全国平均 得点率(%)

全体 612 421 68.8 505.4 82.6 411 67.2

Ⅰ PDCAサイクルの活用による保険者機能の
  強化に向けた体制等の構築

82 59 72.0 69.2 84.4 57.9 70.6

Ⅱ 自立支援、重度化防止等に資する施策の推進 460 332 72.2 380.6 82.7 313.2 68.1

Ⅲ 介護保険運営の安定化に資する施策の推進 70 30 42.9 55.6 79.4 39.9 57.0

(出所：S 町平成 30 年度保険者機能強化推進交付金（市町村分）に係る評価指標の該当状況調

査および、厚生労働省社会保障審議会介護保険部会（第 76 回）参考資料 147)より筆者作成) 
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4-2-2. A 医療法⼈の S 町におけるシェア 

施設入所、通所リハビリテーション、通所介護、居宅介護支援で S 町のシェアの約

5 割を占めている。ただし、通所介護と居宅介護事業所は、S 町に近接する事業所も含

まれる。短期入所は、約 3 割、訪問介護は約 2 割である。訪問看護は、S 町外の事業

所からのサービス提供とサテライト事業所 1 か所の利用者数は把握できなかった。町

内事業所のシェアは約 9 割である。各サービスの利用者数に要支援者、総合事業対象

者は含まない(表 23)。 

 

S 町に事業所がないサービスは訪問入浴、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対

応型サービス、療養通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看

護小規模多機能型居宅介護、介護療養型医療施設、特定施設入居者生活介護、介護医

療院である（表 24）。なお住宅型有料老人ホームは 3 施設で定員 72 名である。 

(時点：2018 年、出所：介護サービス情報公表システムより筆者作成) 

事業 概要
117床(急性期一般入院料5:57床、回復期リハビリテーショ
ン病棟1:40床、地域包括ケア病床1:20床）
訪問診療、訪問リハビリテーションあり
88床　　通所リハビリテーション37名/日
訪問リハビリテーションあり

居宅介護支援事業所 3事業所
訪問看護 1事業所
訪問介護 1事業所
通所介護 1事業所　長時間47名/　短時間15名

地域密着型通所介護 1事業所　短時間のみ午前15名/　午後15名

介護老人保健施設

病院

表表  2233：：AA 医医療療法法人人ののシシェェアア  

（単位）

施設入所 短期入所 訪問看護 訪問介護
通所介護

（地域密着
型含む）

通所リハ
居宅介護

支援

町内事業所数 （箇所） 3 3 2 9 7 2 10

合計利用者数 （人） 174 65 150 383 347 158 953

A法人の利用者数 （人） 96 21 139 84 157 88 474

A法人シェア （％） 55.2 32.3 92.7 21.9 45.2 55.7 49.7

表表  2222：：AA 医医療療法法人人のの事事業業概概要要  

(出所：A 医療法人ホームページ 43)より筆者作成) 
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表表  2244：：AA 医医療療法法人人のの事事業業所所数数とと SS 町町内内のの AA 法法人人外外のの事事業業所所数数  

 

 S 町の介護予防体操や地域ケア会議への協力、介護予防・日常生活支援総合事業の

通所型サービス C などは A 医療法人のリハビリテーション専門職が担っている。 

  

4-2-3.A 医療法⼈の B 通所介護事業所について 
A 医療法人の B 通所介護事業所（以下、B 通所介護）は大阪府高槻市にあり、S 町に

近接している。利用者の約 7 割が S 町の住民である。定員は 3-4 時間を中心とした短

時間型が午前、午後で各 15 名、7-8 時間を中心とした長時間型が 47 名で合計 62 名の

大規模型b（Ⅱ）である。2018 年の介護報酬改定で大規模型（Ⅱ）の基本報酬は下がっ

 

b 大規模型のうち月平均利用者数が 750 名から 900 名以内が「大規模型（I）」、900 名以上が「大規模型（Ⅱ）」で

ある。 

A法人 S町内A法人外

ケケアアププラランン 居宅介護支援 3 6

訪問介護 1 4

訪問入浴

訪問看護 1 2

訪問リハビリ 1 1

夜間対応型訪問介護

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

通所介護 2 5

通所リハビリ 1 1

療養通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型
居宅介護

介護老人福祉施設 2

介護老人保健施設 1

介護療養型医療施設

特定施設入居者生活介護

介護医療院

認知症対応型共同生活
介護

2

短期入所生活介護 2

短期入所療養介護 1

訪訪問問

通通所所

多多機機能能型型

施施設設

短短期期入入所所

(時点：2018 年、出所：介護サービス情報公表システムより筆者作成) 
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たため、B 通所介護は、当初は時間区分 7－9 時間が主体であったが、1 時間ごとの時

間区分になったため、7－8 時間が主体となり、基本報酬は約 5.2％減少した。 

 

4-2-4. B 通所介護の財務分析 
2016 年から 3 年間の収支状況は表 25 に示した。事業収益は 2016 年度に 1 億 8,089

万円、2017 年度に 421 万円減少し 1 億 7,668 万円、2018 年度には 730 万円増加し 1 億

8,398 万円である。償却前利益は 2016 年度に 5.4%、2017 年度はマイナス 3.6％、2018

年度はマイナス 4.1％となっている。人件費は 2016 年度から 2018 年度にかけて 1,786

万円増えている。 

福祉医療機構の経営分析参考指標 48)によると 2017 年度の通所介護の地代家賃は

0.7％と示されている。これに比べて B 通所介護の地代家賃は約 7％と高い。税引前利

益は 2016 年度に 549 万円の黒字であったが、2017 年度に 943 万円の赤字、2018 年度

には 1,001 万円の赤字となっている。 

 

福祉医療機構 49）の大規模型（Ⅱ）の収支、機能性の指標を用いてベンチマーク分析

を行った（表 26）。2017 年度の黒字・赤字施設と比較すると、定員数は B 通所介護が

62 人に対して黒字施設の 58.6 人より多く、赤字施設の 69.6 人より少なかった。 

年間営業日数は B 通所介護が 364 日で黒字施設の 326.4 日より多く、赤字施設は

312 日で黒字施設より少なかった。 

利用率は 66％で黒字施設の 77.5％より低く、赤字施設の 69.6％より低かった。要

介護度は、黒字・赤字施設別の数値はないが大規模型（Ⅱ）は 2.12 に対して、B 通所

介護は 2.32 で重度者の割合が高かった。 

(千円） （％） (千円） （％） (千円） （％）

事業収益 180,899 100.0 176,689 100.0 183,983 100.0

人件費 104,630 57.8 108,746 61.5 122,498 66.6

減価償却費 4,390 2.4 3,048 1.7 2,395 1.3

地代家賃 12,666 7.0 12,666 7.2 12,666 6.9

その他固定費 5,310 2.9 5,004 2.8 5,721 3.1

変動費 57,049 31.5 60,411 34.2 55,517 30.2

償却前利益 9,887 5.4 △ 6,389 △ 3.6 △ 7,619 △ 4.1

税引前利益 5,497 3.0 △ 9,437 △ 5.3 △ 10,014 △ 5.4

2016年度 2017年度 2018年度

表表  2255：：収収支支状状況況  

－ 60 －



 

 

 

利用者 1 人あたり収益は、B 通所介護が 11,240 円で黒字施設の 9,232 円よりも高か

った。人件費率は、B 通所介護が 61.5％で黒字施設の 58.8％でより高かった。赤字施

設の 68.9％よりも低かった。 

減価償却費率は、B 通所介護では、1.7％で、黒字施設の 4.6％、赤字施設の 8.9％

より低かった。 

平均従事者数は、B 通所介護が 30.3 人で、黒字施設の 22.3 人、赤字施設の 23.9 人

より多かった。 

 

表表  2266：：ベベンンチチママーークク分分析析

  

 

4-2-5. B 通所介護の機能性分析 
B 通所介護と S 町内の通所介護事業所の加算の算定状況を表 27 に示した。 

B 通所介護が算定していた加算は、入浴介助加算、中重度ケア体制加算、生活機能

向上連携加算、個別機能訓練加算（Ⅰ）および（Ⅱ）、認知症加算、栄養スクリーニン

グ加算、口腔機能向上加算、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ、介護職員処遇改善

加算（Ⅰ）であった。 

B 通所介護と S 町内の通所介護事業所の全てにおいて算定していなかったのは、生

活相談員配置等加算、ADL 維持等加算（Ⅰ）および（Ⅱ）、若年性認知症利用者受入加

算、栄養改善加算であった。 

2018年度

（単位） 黒字施設 赤字施設

定員数　　 （人） 62 59.2 62 60.3 58.6 69.6 62

年間営業日数 （日） 365 325.4 364 324.2 326.4 312 362

利用率 （％） 68 77.5 66 76.1 77.5 69.6 67

要介護度(要介護のみ） 2.41 2.07 2.32 2.12 ― ― 2.22
利用者一人あたり収益 （円） 11,226 8,920 11,240 9,173 9,232 8,856 9,663
人件費率 （％） 57.8 61.0 61.5 60.4 58.8 68.9 66.6
減価償却費率 （％） 2.4 4.3 1.7 4.6 3.8 8.9 1.3
平均従事者数 （人） 31.6 21.9 30.3 22.6 22.3 23.9 31.7
事業利益率 （％） -1.7 12.3 -7.5 12.6 16.1 -7.1 -8.1

B通所介護

2016年度 2017年度

B通所介護
大規模型
(Ⅱ）

B通所介護
大規模型
(Ⅱ）

(出所：B 通所介護の実績データと福祉医療機構「平成 29 年度老人デイサービス(通所介護・

認知症対応型通所介護)の経営状況」より筆者作成) 
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表表  2277：：通通所所介介護護事事業業所所のの加加算算取取得得状状況況  

 

 

 

利用できる時間は B 通所介護が 9 時から 16 時であったが、他の通所介護は 8 時 30

分から 17 時 30 分までが多かった。 

定休日は B 通所介護が元日のみであるが、他の通所介護は日曜と年末年始の定休日

が多かった。 

利用可能な時間帯は B 通所介護のみが 3〜4 時間の短時間から 7〜8 時間までの長時

間を併設し、D 通所介護が 8〜9 時間に対応していた。 

定員は B 通所介護が 62 人で、他の通所介護は 25 人以下であった（表 28）。 

 

(出所：介護サービス情報公表システムより筆者作成) 
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表表  2288：：通通所所介介護護事事業業所所のの利利用用時時間間、、定定休休日日、、利利用用可可能能なな時時間間帯帯  

  

地域密着型以外の通所介護事業所の食堂及び機能訓練室の利用者 1 人当たりの面積

を比較したところ、B 通所介護は、4.05 ㎡で他の事業所は約 3 ㎡であった(表 28)。 

表表  2299：：通通所所介介護護事事業業所所のの利利用用者者 11 人人当当たたりり面面積積

  

 

4-2-6.B 通所介護の経営状況の考察 
多数の加算の算定と重度者の受け入れで事業収益は比較的高かった。費用面では人

件費率は高くなく、地代家賃の比率が高い。利用者 1 人あたり面積は広いが利用率が

低いため、面積あたりの収益は低いと考えられた。 

利用率の低迷が赤字の要因であり、2018 年度改定による基本報酬の減少により事業

利益率のマイナスがさらに大きくなっていた。 

機能性については加算の多さや日曜営業など特色があり、他の通所介護事業所に比

べて高い機能があると考えられたが、これが利用者の獲得につながっていない。 

 

F通所介護 G通所介護 H通所介護

利用できる

時間

9時00分～

　16時00分

8時30分～

　17時30分

8時00分～

　17時30分

8時30分～

　17時30分

8時30分～

　17時30分

8時30分～

　17時30分

9時00分～

　17時00分

定休日 元日のみ
日曜・12月31

日～1月3日

日曜・12月30

日～1月3日

日曜・12月31

日～1月3日

日曜・12月30

日～1月3日

土日曜・夏

季・年末年始

日曜・年末年

始

３～４時間

４～５時間

５～６時間

６～７時間 ６～７時間 ６～７時間

７～８時間 ７～８時間 ７～８時間 ７～８時間

８～９時間

定員（単位：人） 62 25 25 25 15 10 18

利用可能な

時間帯
長時間 短時間 短時間

B通所介護 C通所介護 D通所介護 E通所介護
地域密着型

食堂及び機能訓
練室の利用者
１人当たりの面
積 （単位：㎡）

4.05 3.01 3 3.13

B通所介護 C通所介護 D通所介護 E通所介護

(出所：介護サービス情報公表システムより筆者作成) 

(出所：介護サービス情報公表システムより筆者作成) 
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5.考察 

S 町の地域包括ケアシステムの現状と保険者機能の状況を踏まえ、A 医療法人傘下

の B 通所介護における経営戦略を考察し、その経営戦略を地域包括ケアシステムの構

築に展開する方法を検討する。 

5-1.S 町の地域分析を踏まえた B 通所介護の経営戦略 
S 町の地域包括ケアシステムの分析結果を外部環境とし、B 通所介護の財務状況と

機能性分析を内部環境として、SWOT 分析を行った（表 30）。 

B 通所介護の利用率の低さは、定員数が多さに対して、需要が少ない状況を示して

いた。しかし、S 町の人口当たり通所介護の定員数は、全国の半数以下である。 

また、今後の後期高齢者人口の増加から、通所介護への需要は高まるものと考えら

れるため、B 通所介護が現状の定員のまま利用率を高めることを前提とした。 

 

表表  3300：：SSWWOOTT 分分析析  

 

内内部部環環境境

強み

・近隣事業所では唯一日曜営業で元日以外休みなし

・各種加算を算定しており機能が充実している

・法人内の病院からリハビリテーション専門職や栄養士の人材が得やすい

・短時間と長時間の両方に対応している

・介護度が高く、利用者一人当たりの単価が高い

・利用者１人あたりの面積が広い

・町内で法人としてのシェアが高く、利用者の情報が得やすい

・利用者が受診が必要な場合も法人内の病院と連携し易い

・法人内の介護事業所間での人材確保がやり易い

弱み

・利用率が低い

・介護度が高く、職員に負担がかかる

・地代家賃が高い

・利用者1人あたりの面積が広く、利用者も多いため家庭的雰囲気ではない

・法人内の通所リハビリテーションも長時間/短時間を併設しており機能が重複している
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SWOT 分析から戦略ドメインc,50)の設定を行った（図 2）。 

ニーズを捉える背景は３つあり、１つ目は後期高齢者人口の増加、2 つ目は高齢者

の定住意向が 8 割以上であること、3 つ目は高齢者向け住まいや施設の不足のため自

宅での生活ができなくなると他市町村に行く可能性が高いことである。 

これらの 3 つを踏まえたニーズを『S 町で暮らし続けるための「健康」の維持』と

する。そこでターゲットとなる顧客は、認知症や脳卒中、パーキンソン病等による心

身の障害や慢性疾患などで在宅生活に不安、支障をきたしている人とする。 

一般に、後期高齢者人口が増加すれば、複数の病気を抱えた人が増加する 51)。複数

疾患を抱えた利用者は、入退院を繰り返しながら、日常生活能力が低下し、いずれは

在宅生活が困難になる可能性が高くなる。 

このようなケアサイクルを前提として、前述したニーズに応えるためには、A 医療

法人の医療専門職を活用したアセスメントと、これに基づくケアといえる。 

A 医療法人では、この戦略ドメインは、老健併設の通所リハビリテーションの長時

間型が担っている。しかし、この長時間型通所リハビリテーションの利用率も低下し

 

c 戦略ドメインとは企業の経営理念を達成するために必要な、自社が生存していくべき事業領域のこと。どのよう

なニーズを捉え、そのニーズをもつ顧客に対し、どのような自社の経営資源をもって対応するのかということ。 

外外部部環環境境

機会

・後期高齢者人口は2030年までに2019年の約1.4倍に増加する

・生産年齢人口が2030年までは減少しない

・65歳以上人口は2040年にかけて増加していく

・通所介護の人口あたり定員は高槻市や全国の値を下回っている

・認知症対応型通所介護や小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能の設置なし

・人口の規模が小さく顔の見える関係が図りやすい

・健康寿命が全国より約1歳長い

・自立支援やアウトカム志向の高まり

脅威

・後期高齢者人口は2030年から2040年にかけて減少する

・今後の介護報酬の大幅なプラス改訂は見込めない

・住民主体の通いの場が充実していることで通所介護の代替となっている可能性がある

・住まい機能の不足により在宅生活を送る高齢者が少なくなる可能性がある
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ている。これは、同一法人内での機能の重複が利用率の低下を招いているものと考え

られる。 

そこで、老健の通所リハビリテーションは、短時間に注力し、長時間の利用者は B

通所介護が担うと考えた。 

  

 

22::戦戦略略ドドメメイインン  

 

ターゲット顧客のセグメントを疾患別、重症度別に分け、利用する曜日やユニット

を設定する。これによりケアの効率が高まるとともに大規模型の弊害である周りの利

用者と自分とのミスマッチ感を軽減し、顧客満足度を向上させる。 

見学、体験利用者についても、利用者の状態に応じた曜日やユニットを案内すれば、

安心して見学、体験してもらえると考えた。 

しかし、「健康の維持」というニーズに応えられたかどうかを成果として見える化す

ることは難しいものである。例えば、入院してしまえば、通所介護を利用しなくなる

が、この入院という事象の情報をこれまで通所介護側で把握してこなかった。 

今後は、利用者が入院した場合には、ケアマネジャーから入院の理由に関する情報

を収集し、通所介護の職員が病院を訪問する仕組みを新たに構築する。これにより入

院の原因が転倒や誤嚥性肺炎などの予防可能なものなのかといった情報を把握し、提

供してきたケアの適切性を判断することとしたい。 

また、通所介護利用時の状況を入院中の病院の看護師等に情報共有できれば、病院

では、この情報を適切な看護やリハビリテーションへとつなげることができると考え

られる。 

戦略ド
メイン

ニーズ

S町で暮らし続
けるための
「健康」の維

持

ノウハウ

医療専門職を
活用したアセ
スメントとケ

ア

顧客

心身に障害や
慢性疾患を持

つ高齢者

外部環境 

後期高齢者 

人口の増加 

高齢者向け住

まいの不足 

内部環境 

医療法人の 

豊富な人材

と 

高い機能性 
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5-2-1.戦略ドメインの展開 
これまでも A 医療法人は、行政が実施する介護予防事業等へのリハビリテーション

専門職の供給を担ってきた。現在、A 医療法人以外の S 町内の通所介護には、リハビ

リテーション専門職はいないが、ここにリハビリテーション専門職を派遣することで、

戦略ドメインを S 町内の法人外の通所介護事業所にも展開する。 

そのための仕組みとしては、生活機能向上連携加算を活用する。生活機能向上連携

加算は、病院や老健などに所属するリハビリテーション専門職が介護事業所で利用者

のアセスメントを行い、個別機能訓練計画などの策定を介護事業所の職員と共同して

作成できる。 

リハビリテーション専門職のうち理学療法士は身体機能障害、作業療法士は生活機

能障害や認知症、言語聴覚士は嚥下障害やコミュニケーション障害のアセスメント等

の業務を担う。そして、派遣した療法士の判断に応じて、次回、訪問する職種を変え

る仕組みを構築する。 

A 医療法人外の通所介護事業所は、S 町に 5 事業所が存在するため、少しずつ拡大

し、介護老人福祉施設 2 施設や認知症対応型共同生活介護 2 事業所でもリハビリテー

ション専門職の派遣を目指すことを提案する。 

 

5-2-2．⽣活機能向上連携加算のシミュレーション 
生活機能向上連携加算は派遣を受託した側への支払いは設定されておらず、委託し

た側の介護報酬dから委託料を相互の契約により設定するものである。リハビリテーシ

ョン専門職の派遣は A 法人の病院から行う。 

派遣は 2 時間までとし 13,000 円の委託料とする。1 回あたり 10 名までのアセスメ

ントを行う。3 か月に 1 回は進捗状況を見直す必要があるので 1 か月に 1 回の派遣を

3 か月間継続していけば、3 か月目以降は毎月 25 名の加算算定が継続できる。事業所

のこの加算による 1 年目収益合計は 404,000 円となる(表 31)。 

 

d 生活機能向上連携加算の単位数は 200 単位/月。ただし個別機能訓練加算を算定している場合は 100 単位/月。 
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表表  3311：：生生活活機機能能向向上上連連携携加加算算ののシシミミュュレレーーシショョンン  

 

5-2-3.戦略ドメイン展開の意義 
 生活機能向上連携加算によって A 法人が受け取る委託料はリハビリテーション専門

職の時間あたり収益相当の金額設定で収益性は無い。しかし、地域でサービスが分断

されずに提供されることを目指す地域包括ケアシステムの構築にあたっての意義は深

いと考えられる。 

これまでの地域における医療や看護、介護サービスは、疑似市場下で公的機関や医

療法人などの病院、診療所が、それぞれの組織単位ごとにマネジメントされてきた。

そして、これらを監督官庁が管理する伝統的なガバナンス構造によって運営されてき

た。つまり、それぞれの市町村の、それぞれの医療機関や介護事業所といった組織単

位の経営がなされ、効率や質の必要に応じて、これらの組織が「連携」するという

linkage レベルの形態とされてきた。 

しかし、今日、推進される地域包括ケアシステムは、ひとつの医療機関だけで、し

かも一度で完結するサービスの提供を想定されることにはならず、一連のケアサイク

ルの変化点で必要とされるサービスを組み合わせて提供する必要がある。こういった

複雑な組み合わせを可能とするためには、先進的経営戦略が必要となる。 

しかも、患者個々人の状況を追跡できる情報システムが必須となるため、企業や病

院の単体経営のために必要とされる「戦略的経営情報システム」を地域包括ケアシス

テムのために地域全体で持たねばならないことを意味する。 

 integrated care の理論によれば、この取り組みは単なる情報による連携を超え

た協調のレベルとなる(52。こういった協調を継続しながら「健康の維持」や「自立支

援」の目標を共有することで、規範的統合を目指すことが可能となる。 

こういった規範的統合は、いわばビジョンの共有といえる。これを基礎として PDCA

サイクルを回していけば、加算の名前通りに「生活機能が向上する連携」が見込まれ

るものと考えている。 

1か月目 2か月目 3か月目以降 1年目合計

委託料 （円） 13000 13000 13000 156000

算定人数 （人） 10 20 25

報酬 （円） 20000 40000 50000

事業所収益 （円） 7000 27000 37000 404000
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だが、一般に医療法人が介護事業を運営する場合でも、法人内事業所間で医療と介

護の連携が図られる例はそれほど多くない。法人内で利用者の情報共有ができ、切れ

目のないサービス提供ができるためには、法人内での臨床的統合が図られなければな

らないからである。 

現在、日本で推進されている地域包括ケアシステムは、同一の地域包括ケア圏域に

おける臨床的統合を核とした医療と介護サービスの統合的な提供体制を中核とする。

本研究の対象となった A 医療法人は、同一法人内に医療と介護サービスの提供体制を

独立して持っている。現時点では、これらのサービス体制の統合化は十分ではなく、

法人が立地する S 町の保険者機能も全国の平均値にも及ばない状況にある。 

こういった状況下で A 医療法人がとりうる戦略は、地域のすべてのステークホルダ

ーと相互に成長する、いわば「地域価値共創戦略」であると考えられた。 

 

6.結論 
 S 町の地域包括ケアシステムの構築状況に関する評価と、これを基礎とした A 医療

法人における経営戦略の策定を試みた。本研究では、全国を網羅した保険者機能評価

のデータを入手したが、S 町では公開情報とされておらず、分析には、広島県で開発

された指標を用いた。だが、広島県独自の評価指標や、一部項目は不明なものもあっ

た。今後は保険者機能強化推進交付金の評価指標の活用が見込まれる。 

この指標で求められている数値や取り組みは、マクロ環境分析のデータとして活用

できる。マクロ環境分析のフレームワークとして PEST 分析がある。PEST 分析とは

Politics（政治）、Economy（経済）、Society（社会）、Technology(技術)の各要素を網

羅的に挙げる手法である。 

Politics に関して、事業者は診療報酬、介護報酬についてのみに目が行きがちであ

るが、今後は、各市町村では保険者機能強化推進交付金を活用し、地域密着型サービ

スにおいて独自の内容を求めたり、介護予防事業等を充実させていくことが望まれる。 

評価指標において得点できなかった項目への対策もなされ、それを把握すれば市町

村行政の動向に即した戦略が導き出されることになるといったことも期待される。 

これまで地域包括ケアシステムの現状を分析した上での経営戦略を策定した事例は、

これまでほとんどないことから、重要な知見が得られたものと考えている。 
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7.おわりに 
 Economy に関して重要な要素は市町村の介護保険財政である。そしてそれを端的に

反映するのが介護保険料の額と将来の推計である。他市町村との比較を行い、もし介

護保険財政の悪化が見込まれるなら公的保険に頼らない自費事業の戦略を立案する等

が検討できる。 

Society に関しては、高齢者人口、介護人材の必要数の推移やサービスの提供体制、

住民主体の通いの場の整備状況など、地域づくりの状況等が当てはまる。地域ケア会

議から導き出された地域課題が示されれば、医療・介護の事業者が地域づくり、まち

づくりに貢献するヒントを得られるだろう。Society は幅広い情報収集が必要な分野

であり、保険者からの情報が十分に活用され得る。 

Technology は、Politics や Economy、Society と関係づけて考える必要がある。こ

れを把握すればケア技術、連携のための IT システム、介護ロボットなどの必要性、設

備投資の方向性を検討することができる。 

今回の研究では、地域分析のデータ収集に時間を費やしたが、保険者機能強化推進

交付金の指標の結果は公表される予定とされる。各市町村で統一的指標が用いられて

いるので複数の市町村に渡って事業展開する場合にも容易に外部環境分析の比較がで

きる。データの幅広さ、入手の容易さ、比較可能性という意味で保険者機能強化推進

交付金の評価指標を地域分析資料として活用することは意義深いと考える。 

これからは、地域の現状と保険者としての意図を共有する事業者が地域包括ケアシ

ステムの中で信頼を得て事業を継続していくことになるだろう。 
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